
1 

 

別添２ 地域における肉用牛生産基盤強化等対策事業 

 

第１ 事業の内容 

公募団体のうち、地域において畜産の振興を推進する団体（以下「公募団

体Ｂ」という。）は、次に掲げる事業を行うものとする。また、公募団体Ｂは、

第２の１に規定する生産者集団等が１の（１）から（４）、（６）、２の（１）、

（２）の事業及び第２の２に規定する肉用牛ヘルパー利用組合が１の（５）

の事業を行う場合には、その実施に要する経費を補助するものとする。 

１ 肉用牛生産基盤強化対策事業 

（１）中核的担い手育成増頭推進 

地域の中核的担い手が計画的に優良な繁殖雌牛を増頭した場合におけ

る増頭実績に応じた奨励金の交付 

（２）遺伝的多様性に配慮した改良基盤確保 

地域において、多様な系統群の確保による改良基盤の強化を推進するた

め、導入計画に基づき、生産者集団等が次の取組を行う場合の奨励金の交

付 

ア 第２の４の（１）に規定する要件を満たす雌牛を購入し、一定期間自

ら飼養する場合 

イ 第２の４の（１）に規定する要件を満たす雌牛を購入し、農業者、公

共牧場及び農事組合法人を含む農地所有適格法人（農地法（昭和 27年法

律第 229号）第２条第３項に規定する法人をいう。以下同じ。）に対し、

一定期間貸し付ける場合（生産者集団等が他の生産者集団等又は市町村

を経由して、貸し付ける場合を含むものとする。） 

（３）優良繁殖雌牛導入支援 

地域の改良に必要な優良繁殖雌牛の導入を通じて地域の改良基盤を維

持するため、導入計画に基づき生産者集団等が次の取組を行う場合の奨励

金の交付 

ア 第２の５の（２）に規定する要件を満たす雌牛を購入し、一定期間自

ら飼養する場合 

イ 第２の５の（２）に規定する要件を満たす雌牛を購入し、農業者、公

共牧場及び農事組合法人を含む農地所有適格法人に対し、一定期間貸し

付ける場合（生産者集団等が他の生産者集団等又は市町村を経由して、

貸し付ける場合を含むものとする。） 

（４）繁殖雌牛の増頭に資する簡易牛舎等の整備 

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律（昭和 29年法律第 182号）第２

条の３第１項に基づく都道府県計画において示された経営指標に沿って
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実施する肉用牛経営の育成及び繁殖雌牛の増頭に資するアの取組又は繁

殖雌牛を飼養する生産者における子牛の健康維持に資するイの取組を実

施する経費の補助 

ア 繁殖雌牛の増頭に資する簡易牛舎等 

（ア）簡易牛舎の整備、施設の改造に必要な資材の支給及び器具機材（以

下「簡易牛舎等」という。）の導入 

（イ）簡易牛舎等をリース事業者から借り受けるのに必要なリース料の軽

減 

イ 子牛の健康維持に資する器具機材 

（ア）子牛の健康維持に資する器具機材（細霧装置、子牛用ヒーター）（以

下「子牛用器具機材」という。）の導入 

（イ）子牛用器具機材をリース事業者から借り受けるのに必要なリース料

の軽減 

（５）肉用牛ヘルパー推進 

ア 肉用牛ヘルパーの組織化のための協議会の開催、計画策定 

イ 肉用牛ヘルパーの適正運営のための機具の整備等 

ウ 肉用牛ヘルパー要員の確保のための募集活動、傷害保険等の加入促進 

エ 肉用牛ヘルパーの出役調整 

オ 肉用牛ヘルパーに係る研修会等の開催 

カ 肉用牛ヘルパーに必要な機具の借上げ 

キ 傷病時等、高齢者等及び放牧管理時を対象とした肉用牛ヘルパーの利

用促進 

（６）特定地域肉用牛等広域処理円滑化支援 

離島振興法（昭和 28年法律第 72号）第２条第１項の規定により指定さ

れた離島振興対策実施地域、沖縄県、鹿児島県奄美市及び同県大島郡（以

下「離島等」という。）において発生した死亡牛（96 か月齢未満の肉専用

種等をいう。以下同じ。）の広域処理の円滑化を図るため、島外の死亡牛処

理施設等への海上輸送の取組 

（７）肉用牛振興推進指導 

（１）から（６）の事業を円滑に実施するための会議の開催、先進事例

の調査、肉用牛ヘルパーの実態調査及び推進指導 

２ 地域の特色ある肉用牛振興対策事業 

（１）地方特定品種等の振興 

ア 地域の生産、販売計画の策定、周知 

品種の特徴を活かした給与飼料、飼養管理や肉牛出荷等の生産、販売

及び飼養頭数の維持・増頭に向けた計画の策定、周知の取組 
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イ 特徴ある牛肉生産等 

特徴ある牛肉生産を行うため、放牧地の利用向上に係る放牧地の整備、

有機飼料等の生産、まき牛の導入、粗飼料多給のための飼料生産及び実

践農家等の認証等の取組 

ウ 計画出荷対策 

食肉の供給を安定的に行うため、出荷計画に基づく肥育牛の出荷に対

する奨励金の交付 

エ 飼養頭数の維持・増頭に関する取組支援 

（ア）効率的な生産体制の構築のための性判別精液及び遺伝的多様性の確

保を図るための希少系統の精液を活用した子牛生産の支援 

（イ）放牧等における繁殖性を向上するための発情発見装置及び分娩監視

装置等の機器等の導入 

（ウ）遺伝的に優良な雌牛から受精卵を効率的に確保・利用するための受

精卵採取及び移植の取組 

（２）離島等及び山振地域における肉用牛振興 

ア 離島等子牛流通活性化 

（ア）離島等において生産された 12 か月齢未満の肉専用種の子牛（以下

「離島等子牛」という。）を、当該離島等に住所を有しない肉用牛の生

産者が家畜市場において購入する場合における当該購入者に対する奨

励金の交付 

（イ）離島等子牛に係る集出荷計画の策定、家畜取引情報の収集及び提供 

（ウ）離島等の生産者が離島等子牛を島外の家畜市場に出荷する場合にお

ける当該出荷者に対する奨励金の交付 

イ 山振地域子牛流通活性化 

山村振興法（昭和 40年法律第 64号）第７条第１項の規定により指定

された振興山村（以下「山振地域」という。）において生産された 12か

月齢未満の肉専用種の子牛（以下「山振子牛」という。）を、当該山振地

域の所在する都道府県内に住所を有する肉用牛の生産者が山振地域内

の家畜市場において購入する場合における当該購入者に対する奨励金

の交付 

ウ 優良子牛適正出荷推進 

（ア）離島等及び山振地域に住所を有する肉用子牛の生産者が、離島等子

牛及び山振子牛を家畜市場に出荷する場合における当該出荷者に対す

る奨励金の交付 

（イ）肉専用種の子牛の斉一化を図るために必要な器具機材等の導入 

エ 子牛流通活性化推進 
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離島等及び山振地域の子牛流通の活性化を推進するための普及推進活

動 

（３）地域の特色のある肉用牛生産推進指導 

（１）及び（２）の事業を円滑に実施するための会議の開催、推進指導 

第２ 事業の要件 

１ 生産者集団等 

（１）第１の生産者集団等は、生産者集団、農業協同組合、農業協同組合連合

会、公社及び一般社団法人等とする。 

（２）（１）の生産者集団は、３戸以上の農業者から構成され、次に掲げる事項

のすべてを内容とする規約を有するとともに、その規約について、あらか

じめ公募団体Ｂの長の承認を受けるものとする。これを変更する場合も同

様とする。 

また、第１の１の（１）の奨励金の交付対象者である生産者集団（以下

「交付対象生産者集団」という。）の構成員は、新たに事業に参加した年度

以降３年間は変更できないものとする。ただし、公募団体Ｂの長がやむを

得ないと承認した場合はこの限りではない。 

ア 生産者集団の目的、名称、事務所の所在地、代表者及び構成員に関す

る事項 

イ 生産者集団の運営に関する事項 

ウ 肉用牛生産の振興に関する事項 

エ その他生産者集団の目的の達成に必要な事項 

２ 肉用牛ヘルパー利用組合 

第１の肉用牛ヘルパー利用組合（以下「利用組合」という。）は、農業協同

組合、農業協同組合連合会、農事組合法人（農業協同組合法（昭和 22年法律

第 132号）第 72条の 10第１項に規定する事業を行う法人をいう。）、一般社

団法人等若しくは都道府県知事が適当と認めるその他の法人又は農業者の組

織する団体であって、次に掲げる事項のすべてを内容とする規約を有すると

ともに、その規約について公募団体Ｂの長の承認を受けるものとする。また、

公募団体Ｂは、規約の承認に当たっては、都道府県知事に協議するものとす

る。これを変更する場合も同様とする。 

（１）利用組合の目的、名称、事務所の所在地、代表者及び構成員に関する事

項 

（２）利用組合の事業及びその運営に関する事項 

（３）利用組合の経理に関する事項 

（４）肉用牛ヘルパーの業務内容等に関する事項 

（５）肉用牛ヘルパーの利用料金に関する事項 
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（６）肉用牛ヘルパーの作業中に起きた損害に関する利用組合及び肉用牛ヘル

パーの責務に関する事項 

（７）その他肉用牛ヘルパー業務の一部を委託する場合の委託内容等の事業実

施に必要な事項 

３ 中核的担い手育成増頭推進 

（１）中核的担い手育成増頭推進の奨励金交付対象者 

第１の１の（１）の奨励金の交付対象者は、次に掲げる要件を満たすも

のとする。 

ア 肉用子牛生産安定等特別措置法（昭和 63年法律第 98号）第６条第１

項に規定する生産者補給金交付契約を同法第６条第１項の指定を受け

た都道府県肉用子牛価格安定基金協会との間で締結している者である

こと。また、交付対象生産者集団にあっては、その構成員の全員が同契

約を締結していること。 

イ 繁殖雌牛の増頭計画を有し、原則として、事業実施年度の前々年度の

１月１日から前年度の 12月 31日（新規の事業参加者については、前々

年度の１月１日から前年度の３月 31 日）の間に満９か月齢以上の繁殖

雌牛を増頭した者、又はその頭数を維持した者であること。ただし、別

表１に定める繁殖雌牛の事故等により、繁殖雌牛の頭数を維持できない

ことがやむを得ないと認められるとき及び事業実施年度の前年に繁殖

雌牛を飼養していない者であって、新たに繁殖雌牛の飼養を開始する者

は、この限りでない。 

ウ 事業実施年度の 12 月 31 日現在の繁殖雌牛の飼養頭数が 10 頭以上で

あること。なお、交付対象生産者集団にあっては、事業実施年度の 12月

31 日現在の当該生産者集団の構成員が飼養する繁殖雌牛の合計頭数が

10頭以上であること。 

ただし、公募団体Ｂが奨励金交付対象者の要件として 10 頭を超える

頭数を第３の１の事業実施要領に定める場合は、これを妨げないものと

する。 

（２）中核的担い手育成増頭推進の奨励金交付対象牛 

第１の１の（１）の奨励金の交付対象となる繁殖雌牛は、（３）の期首か

ら期末の間に増頭したものであって、次に掲げるアからエの全ての要件を

満たし、かつ、オ又はカのいずれかに該当するものとする。 

ア 繁殖目的に飼養されている黒毛和種、褐毛和種、日本短角種、無角和

種、その他の肉専用種（乳用種と肉専用種の交雑種は含まない。）である

こと。 

イ 事業実施年度の 12月 31日現在での月齢が満９か月齢以上であること。 
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ウ 導入時点での月齢が満 72か月齢未満であること。 

エ 同一の奨励金交付対象者において、国又は機構から繁殖雌牛の導入、

保留及び増頭に係る補助金の交付を受けていないこと。 

オ 対象牛の枝肉重量の育種価又は期待育種価が第１の１の（１）の事業

を実施する都道府県等又は、対象牛が生産された都道府県等の育種価の

上位２分の１以上であるか、対象牛のロース芯面積、バラ厚、皮下脂肪

厚、歩留基準値及び脂肪交雑の育種価又は期待育種価のうち、２つ以上

の形質の育種価が第１の１の（１）の事業を実施する都道府県等又は、

対象牛が生産された都道府県等の育種価の上位２分の１以上であるこ

と。 

カ 対象牛の枝肉重量の育種価又は期待育種価が第１の１の（１）の事業

を実施する都道府県等又は、対象牛が生産された都道府県等の育種価の

上位２分の１以上であり、かつロース芯面積、バラ厚、皮下脂肪厚、歩

留基準値及び脂肪交雑の育種価又は期待育種価のうち、１つ以上の形質

の育種価が第１の１の（１）の事業を実施する都道府県等又は生産され

た都道府県等の育種価の上位２分の１以上であること。 

（３）中核的担い手育成増頭推進の奨励金交付対象頭数 

第１の１の（１）の奨励金の交付対象とする頭数は、イの期末頭数から

アの期首頭数を差し引いた頭数とし、１生産者当たり 50頭を上限とする。

ただし、交付対象生産者集団にあっては、１集団当たり 50頭を上限とし、

また、全ての構成員が増頭している場合に限り、奨励金を交付できるもの

とする。 

また、事業実施年度の前年度の事業参加者で、前年度において、当該事

業参加者に係る増頭分のうち、期待育種価について、技術的な問題で（２）

のオ又はカのいずれかの要件に該当することが判明しなかった繁殖雌牛

が、事業実施年度において、同要件に該当することが明らかとなった場合

であって、当該事業参加者が事業実施年度に繁殖雌牛を増頭又は頭数を維

持（交付対象生産者集団の構成員にあっては増頭した場合に限る。）したと

きは、当該繁殖雌牛を奨励金交付対象頭数とすることができるものとする。

この場合、１生産者又は１交付対象生産者集団当たりの奨励金の交付対象

頭数は、事業実施年度の奨励金交付対象頭数の上限である 50頭とは別に、

前年度の奨励金交付対象頭数の上限である 50 頭から前年度に奨励金を交

付した頭数を差し引いた頭数又は前年度に期待育種価が判明しなかった

頭数のいずれか低い頭数を上限として、事業実施年度の奨励金交付対象頭

数に合算することができるものとする。 

ア 期首頭数 
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事業実施年度の前年度の１月１日現在（新規の事業参加者については、

事業実施年度の４月１日現在）の繁殖雌牛飼養頭数とする。ただし、（１）

のイのただし書きにより繁殖雌牛の頭数が維持できなかった者の期首

頭数は、事業実施年度の前々年度の１月１日現在の繁殖雌牛飼養頭数と

する。 

イ 期末頭数 

事業実施年度の 12月 31日現在の繁殖雌牛飼養頭数とする。 

４ 遺伝的多様性に配慮した改良基盤確保 

（１）遺伝的多様性に配慮した改良基盤確保の奨励金交付対象牛 

第１の１の（２）の奨励金の交付対象牛は、次のアからウの要件を満た

し、かつ、エ又はオのいずれかに該当する繁殖雌牛とする。 

ア 同一の奨励金交付対象者において、国又は機構が実施する、繁殖雌牛

の導入、保留及び増頭に係る事業の補助金の交付を受けていないこと。 

イ 家畜改良増殖法（昭和 25年法律第 209号）第 32条の２第１項の農林

水産大臣の承認を受けた者（以下「登録団体」という。）が行う登録又は

登記を受けた肉専用種の雌牛であること。 

ウ 父牛又は母牛の育種価又は期待育種価の形質１つが、全国、第１の１

の（２）の事業を実施する都道府県等又は生産された都道府県等のいず

れかにおいて上位１／２以内の雌牛であること。 

エ 別表２－１に定める利用上位の種雄牛以外の種雄牛を父牛とする雌

牛であること。 

なお、黒毛和種以外の肉専用種については、都道府県が地域の多様な

系統群の確保に必要と認める系統の繁殖雌牛であること。 

オ 希少系統（栄光、藤良、熊波、岩田及び城崎の系統をいう。）の種雄牛

を父牛とする雌牛であること。ただし、別表２－１に定める種雄牛及び

別表２－２に定める繁殖雌牛の父牛として利用が多い種雄牛を父牛と

する雌牛は除く。 

なお、系統は父系による分類とするが、父系による分類が困難な「城

崎」の系統については、始祖牛（「奥城土井」又は「城清」）の遺伝子を

保有する確率が５％以上の種雄牛を「城崎系」と分類することができる

ものとする。 

（２）第１の１の（２）の一定期間とは、購入後 48ヵ月以上とすること。ただ

し、この一定期間中にやむを得ない事故等があり、公募団体Ｂの長がこれ

を承認した場合はこの限りではない。 

５ 優良繁殖雌牛導入支援 

（１）優良繁殖雌牛の貸付対象者 
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家畜導入事業実施要領別記第５の４の（２）に基づき、同事業による繁

殖雌牛の貸付けに係る国の交付金相当額の国庫への納付を終了していな

い基金造成主体が設置する債権管理委員会の審査等において本事業の対

象としないとされた生産者は、第１の１の（３）のイの貸付対象者から除

くものとする。 

（２）優良繁殖雌牛導入支援の奨励金交付対象牛 

第１の１の（３）の奨励金の交付対象牛は、次のア及びイの要件を満た

し、ウ又はエのいずれかに該当する雌牛とする。 

ア 国又は機構が実施する、繁殖雌牛の導入、保留及び増頭に係る事業の

補助金の交付を受けていないこと。 

イ 登録団体が行う登録又は登記を受けた肉専用種の雌牛であること。 

ウ 父牛又は母牛の育種価又は期待育種価の形質１つが、全国、第１の１

の（３）の事業を実施する都道府県等又は生産された都道府県等のいず

れかにおいて上位１／２以内であり、かつ家畜改良増殖目標や都道府県

の改良方針を勘案し、都道府県が推奨する雌牛であること。 

なお、黒毛和種以外の肉専用種であって、育種価が算出されていない

場合は、都道府県が地域の改良に必要と認める雌牛とする。 

エ 父牛又は母牛の育種価又は期待育種価の形質２つ以上が、全国、第１

の１の（３）の事業を実施する都道府県等又は生産された都道府県等の

いずれかにおいて上位１／２以内であり、かつ家畜改良増殖目標や都道

府県の改良方針を勘案し、都道府県が推奨する雌牛であること。 

なお、黒毛和種以外の肉専用種であって、育種価が算出されていない

場合は、登録団体が定める正常発育曲線の体高又は体重のいずれかが下

限を超えているものであること。 

（３）第１の１の（３）の一定期間とは、雌子牛（満６ヵ月齢以上 12ヵ月齢未

満）にあっては、購入後概ね 42ヵ月又は雌子牛の購入後生産された産子の

枝肉成績が得られる時点までのいずれか短い期間、成雌牛にあっては、購

入後概ね 36 ヵ月又は成雌牛の購入後生産された産子の枝肉成績が得られ

る時点までのいずれか短い期間とすること。ただし、この一定期間中にや

むを得ない事故等があり、公募団体Ｂの長がこれを承認した場合はこの限

りではない。 

６ 繁殖雌牛の増頭に資する簡易牛舎等の整備 

（１）生産者集団等は、第１の１の（４）のアで整備した簡易牛舎、資材、器

具機材又は第１の１の（４）のイで整備した子牛用器具機材については、

次のアからウまでのとおり取扱うこととする。 

ただし、第１の１の（４）のアの（イ）でリース事業者から借り受け
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る簡易牛舎等については、「畜産業振興事業の実施について」の４の（２）、

１３の（１０）、１３の（１１）及び１４の（１）の施設整備に係る規定

に従うものとする。 

ア 生産者集団等（代表者）として会計の処理を行うこと。 

イ 生産者集団等において肉用牛の生産性向上に関する計画を作成し、当

該計画において、取得する施設等の位置付けを明確にすること。 

ウ 生産者集団等は管理利用規程を設けるとともに、その管理運用を生産

者集団等の構成員に行わせる場合にあっては、当該構成員と貸付契約を

締結すること。 

（２）第１の１の（４）のアの（イ）又はイの（イ）の事業に係る補助金の返

還等 

公募団体Ｂは、簡易牛舎等又は子牛用器具機材の処分制限期間内におい

て、生産者集団等から当該施設等の利用状況の報告を受け把握するととも

に、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、正当な理由がな

く、かつ改善の見込みがないと認めるときは、生産者集団等に対し、補助

金の全部又は一部の返還を命じることができるものとする。なお、処分制

限期間内において、事業を中止しようとする場合は、公募団体Ｂが別に定

める額を返還するものとする。 

ア リース契約を解約又は解除したとき。 

イ 構成員が経営を中止したとき。 

ウ 処分制限期間内に借り受けた簡易牛舎等又は子牛用器具機材が消滅

又は消失したとき。 

エ 申請書等に虚偽の記載をしたとき。 

オ リース契約に定められた契約内容に合致しないことが明らかとなっ

たとき。 

カ 変更の届出、報告等を怠ったとき。 

キ その他理事長が必要と認めるとき。 

７ 繁殖雌牛の飼養台帳の整備 

公募団体Ｂ又は生産者集団等は、繁殖雌牛の増頭計画を提出した生産者ご

とに肉専用種繁殖雌牛台帳を作成し、育種価を確認できる書類及び個体識別

番号等で確認するとともに、これを保管するものとする。 

８ 飼料自給率の向上 

第１の１の（４）の事業の生産者集団等は、「畜産関連事業における飼料自

給率向上計画の策定について」（平成 18 年３月 31 日付け 17 生畜第 2867 号

農林水産省生産局長通知）に基づく飼料自給率向上計画（以下「飼料自給率

向上計画」という。）を作成していること。 
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９ 特定地域肉用牛等広域処理円滑化支援 

公募団体Ｂは、第１の１の（６）の事業に規定する海上輸送に係る補助金

単価について、第３の１の事業実施要領に定めるものとする。 

10 地方特定品種等の振興 

（１）地方特定品種等 

第１の２の（１）の地方特定品種等とは、褐毛和種、日本短角種、無角

和種及びこれらの雌牛に黒毛和種の雄牛を交配して生産されたものをい

う。 

（２）奨励金単価の制定等 

公募団体Ｂは、第１の２の（１）の事業に規定する奨励金の単価につい

て、第３の１の事業実施要領に定めるものとする。 

（３）飼養頭数の維持・増頭に関する取組支援 

ア 飼養頭数の維持・増頭計画 

 第１の２の（１）のエの事業の生産者集団等は、同アの飼養頭数の維

持・増頭に向けた計画を策定すること。 

イ 機器等の導入 

（ア）生産者集団等（代表者）として会計の処理を行うこと。 

（イ）生産者集団等は管理利用規程を設けるとともに、その管理運用を生

産者集団等の構成員に行わせる場合にあっては、当該構成員と貸付契

約を締結すること。 

11 離島等及び山振地域における肉用牛振興 

（１）山振地域子牛流通活性化 

第１の２の（２）のイの奨励金の交付対象者は、事業実施年度の前年度

に交付対象となる肉専用種の子牛が上場される家畜市場において肉専用

種の子牛の購入実績がない生産者とする。 

（２）優良子牛適正出荷推進 

ア 奨励金交付対象牛 

第１の２の（２）のウの（ア）の奨励金の交付対象となる子牛は、出

荷される子牛の体躯等が都道府県内の平均水準を下回る等の現状の改

善を図るための取組を行っている地域で生産された子牛であって、地域

で定める優良子牛の基準を満たす子牛とする。 

イ 器具機材等の導入 

（ア）器具機材等の導入は、第１の２の（２）のウの（ア）の取組を行っ

ている地域を対象とする。 

（イ）生産者集団等（代表者）として会計の処理を行うこと。 

（ウ）生産者集団等において肉用牛の生産性向上に関する計画を作成し、
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当該計画において、取得する施設の計画上の位置付けを明確にするこ

と。 

（エ）生産者集団等は管理利用規程を設けるとともに、その管理運用を生

産者集団等の構成員に行わせる場合にあっては、当該構成員と貸付契

約を締結すること。 

（３）奨励金単価の制定等 

公募団体Ｂは、第１の２の（２）の事業に規定する奨励金の単価につい

て、第３の１の事業実施要領に定めるものとする。 

12 家畜共済等の積極的な活用 

公募団体Ｂは、継続的な効果の発現及び経営の安定を図る観点から、第１

の１の（１）の参加者、（２）の繁殖雌牛の貸付けを受ける生産者、（３）の

優良繁殖雌牛の貸付けを受ける生産者、（４）の簡易牛舎、資材、器具機材又

は子牛用器具機材の管理運用を行う生産者集団等の構成員に対し、農業保険

法（昭和 22年法律第 185号）に基づく家畜共済への積極的な加入を促すもの

とする。 

13 環境と調和のとれた農業生産活動 

第１の１の（１）の参加者、（２）の繁殖雌牛の貸付けを受ける生産者、（３）

の優良繁殖雌牛の貸付けを受ける生産者及び第１の２の（１）の事業に参加

する生産者は、「環境と調和のとれた農業生産活動規範について」（平成 17年

３月 31日付け 16生産第 8377号農林水産省生産局長通知。以下「環境規範」

という。）に基づく環境と調和のとれた農業生産活動規範点検シートにより、

環境と調和のとれた農業生産活動が行われるよう努めるものとする。ただし、

事業を実施する生産者が、ＧＡＰ取得チャレンジシステムと同等以上の水準

の取組を実践する場合は、点検シートの提出を免除する。 

14 配合飼料価格安定制度の安定的な運営を確保するための措置 

公募団体Ｂは、配合飼料価格安定制度の安定的な運営を確保するため、第

１の１の（１）の参加者、（２）の繁殖雌牛の貸付けを受ける生産者、（３）

の優良繁殖雌牛の貸付けを受ける生産者、（４）の簡易牛舎、資材、器具機材

又は子牛用器具機材の管理運用を行う生産者集団等の構成員、（６）の事業に

より受益を受ける生産者、第１の２の（１）のウの出荷者並びにエの（ア）

の事業により受益を受ける生産者、（イ）の機器等の管理運用を行う生産者集

団等の構成員、（ウ）の事業により受益を受ける生産者、同（２）のアの（ウ）

の出荷者、ウの（ア）の出荷者及び（イ）の器具機材等の管理運用を行う生

産者集団等の構成員であって、配合飼料を利用し平成 30年度に「配合飼料価

格安定対策事業実施要綱」（昭和 50年２月 13日付け 50畜 B第 302号農林事

務次官依命通知）に定める「配合飼料価格安定基金」が定める業務方法書に
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基づく配合飼料の価格差補塡に関する基本契約及び配合飼料の価格差補塡に

関する毎年度行われる数量契約（以下「契約」という。）の締結をしている者

が、引き続き平成 31 年度において契約をしていることを確認するものとす

る。ただし、自給飼料への転換等合理的な理由があって、配合飼料価格安定

制度への加入を取りやめた場合は、この限りではないものとする。 

 

第３ 事業の実施 

１ 事業実施要領の作成 

公募団体Ｂは、事業の実施に当たっては、あらかじめ事業の趣旨、内容、

仕組み、消費税及び地方消費税の取扱い、補助金の交付手続等を定めた実施

要領を作成して、理事長の承認を受けるものとする。これを変更する場合も

同様とする。 

２ 事業実施計画の作成 

生産者集団等及び利用組合は、事業の実施に当たっては、事業実施計画を

作成し、公募団体Ｂに提出するものとする。 

公募団体Ｂは、提出された事業実施計画を取りまとめ、別紙様式第１号の

別紙を内容とする事業実施計画を作成するものとする。これを変更する場合

も同様とする。 

３ 都道府県知事との協議等 

都道府県を区域とする公募団体Ｂは、１及び２を作成した上で、都道府県

知事に協議するものとする。これを変更する場合も同様とする。 

また、全国又は複数の都道府県を区域とする公募団体Ｂは、第１の１の（４）

の事業の実施に当たっては、２を作成した上で、都道府県知事に協議するも

のとする。これを変更する場合も同様とする。 

なお、全国又は複数の都道府県を区域とする公募団体Ｂは、第５の１、２

及び第６を理事長に提出した後、事業参加農家の所在する都道府県畜産主務

課にその写しを届け出るものとする。 

 

第４ 機構の補助 

機構は、予算の範囲内において、別表３に定める補助対象経費及び補助率

により、公募団体Ｂが第１に規定する事業を実施するのに要する経費につき

補助するものとする。 

 

第５ 補助金交付の手続等 

１ 補助金の交付申請 

公募団体Ｂは、補助金の交付を受けようとする場合は、理事長が別に定め
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る期日までに別紙様式第１号の肉用牛経営安定対策補完事業（地域における

肉用牛生産基盤強化等対策事業）補助金交付申請書を理事長に提出するもの

とする。また、別紙様式第１号の写しを公募団体Ａに提出するものとする。 

２ 事業の変更承認申請 

公募団体Ｂは、補助金交付決定のあった後において、次に掲げる変更をし

ようとする場合は、あらかじめ別紙様式第２号の肉用牛経営安定対策補完事

業（地域における肉用牛生産基盤強化等対策事業）補助金交付変更承認申請

書を理事長に提出し、その承認を受けるものとする。また、別紙様式第２号

の写しを公募団体Ａに提出するものとする。 

（１）事業の中止又は廃止 

（２）事業費の 30％を超える増減 

（３）補助金の交付決定額の増加を伴う事業費の増 

３ 補助金の概算払 

（１）理事長は、この事業の円滑な実施を図るために必要があると認めた場合

は、交付決定額を限度として、補助金の概算払をすることができるものと

する。 

（２）公募団体Ｂは、補助金の概算払請求をしようとする場合は、別紙様式第

３号の肉用牛経営安定対策補完事業（地域における肉用牛生産基盤強化等

対策事業）補助金概算払請求書を理事長に提出するものとする。 

 

第６ 事業の実績報告 

公募団体Ｂは、別紙様式第４号の肉用牛経営安定対策補完事業（地域にお

ける肉用牛生産基盤強化等対策事業）実績報告書を作成し、事業の完了した

日から起算して１か月を経過した日又は補助金の交付決定通知のあった年度

の翌年度の４月 20 日のいずれか早い期日までに理事長に提出するものとす

る。また、別紙様式第４号の写しを都道府県知事及び公募団体Ａに提出する

ものとする。 

ただし、事業の完了が交付決定通知のあった年度の翌年度となった場合は、

事業の完了した日から起算して１か月を経過した日までとする。 

 

第７ 運営状況の報告 

生産者集団等は第１の１の（４）の事業のうち、「畜産業振興事業の実施に

ついて」の４の(２)で規定された補助対象施設等にあっては、整備が完了し

た年度の翌年度から起算して５年間は、毎年度、遅滞なく運営状況報告書を

作成し、公募団体Ｂに報告するものとする。 

公募団体Ｂは、提出された運営状況報告書を取りまとめの上、別紙様式第
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５号の肉用牛経営安定対策補完事業（地域における肉用牛生産基盤強化等対

策事業）運営状況報告書を作成し、４月 30日までに理事長に報告するものと

する。 

 

第８ 消費税及び地方消費税の取扱い 

１ 補助金交付申請書提出時の取扱い 

公募団体Ｂは、機構に対して第５の１の補助金交付申請書を提出するに当

たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額（補助対象経費に含ま

れる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和 63年法律第

108 号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当

該金額に地方税法（昭和 25年法律第 226号）に規定する地方消費税率を乗じ

て得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）があり、

かつ、その金額が明らかな場合には、これを当該補助金の交付申請額から減

額して申請しなければならない。 

ただし、当該補助金交付申請書の提出時において当該補助金に係る仕入れ

に係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。 

２ 事業実績等の報告時の取扱い 

公募団体Ｂは、１のただし書により申請をした場合において、第６に係る

事業実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費

税等相当額が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しな

ければならない。 

３ 消費税等相当額が確定した場合の取扱い 

公募団体Ｂは、１のただし書により申請をした場合において、第６に係る

事業実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により

当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、別紙様

式第６号の肉用牛経営安定対策補完事業（地域における肉用牛生産基盤強化

等対策事業）に係る仕入れに係る消費税等相当額報告書を速やかに理事長に

提出するとともに、その金額（２の規定に基づき減額した場合は、その減じ

た金額を上回る部分の金額）を機構に返還しなければならない。 

また、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない

場合又はない場合（公募団体等自ら若しくはそれぞれの生産者集団等の仕入

れに係る消費税等相当額がない場合を含む。）であっても、その状況等につい

て、補助金適正化法第 15 条の補助金の額の確定通知のあった日の翌年６月

30日までに、同様式により理事長に報告しなければならない。 

 

第９ 事業の実施期間 
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この事業の事業実施期間は、平成 31年度とする。 

 

第 10 事業の推進指導等 

１ 公募団体Ｂは、都道府県及び機構の指導の下、関係機関、関係団体との連

携、生産者等に対するこの事業の趣旨、内容等の周知徹底に努めるとともに、

事業の適正かつ円滑な実施を図るものとする。 

２ 都道府県知事は、この事業の適正かつ円滑な実施を図るため、この事業の

趣旨、内容等の周知徹底、公募団体Ｂ、生産者等に対する指導その他の必要

な支援に努めるものとする。 

 

第 11 帳簿等の整備保管等 

１ 公募団体Ｂは、この事業に係る経理を適正に行うととともに、その内容を

明らかにした帳簿及び関係書類を整備して保管するものとし、その保存期間

は、事業を完了した年度の翌年度から起算して５年間とする。ただし、事業

により取得し、又は効用の増加した財産で「独立行政法人農畜産業振興機構

の実施する補助事業により取得した財産の処分制限期間」（平成 16年４月８

日付け 16農畜機第 123号）に定められている期間においては、財産管理台帳

その他関係書類を整備保管するものとする。 

２ 理事長は、この要綱に定めるもののほか、この事業の実施及び実績につい

て、必要に応じ、公募団体Ｂに対し調査し、又は報告を求めることができる

ものとする。 

 

  



16 

 

（別表１） 

 

第２の３の（１）のイ関係 

事故等 要件 

死亡 農場等で死亡した場合 

（獣医師より検案書の交付又は農業共済において死亡事故認定を

受けたものであって、と畜場で通常と畜されたものを除く。） 

廃用 農業共済において以下の廃用事故認定を受けた場合 

（１）疾病、傷病によって死にひんした場合 

（２）不慮の厄災によって救うことのできない状態に陥った場合 

（３）骨折、は行、両目失明、BSE、牛白血病（以下「BL」という。）、

創傷性心のう炎又は特定の原因による採食不能であって治癒

の見込みのないものによって使用価値を失った場合 

（４）行方不明（盗難の場合を含む）となった日から 30日以上生

死が明らかでない場合 

とう汰 BLのリアルタイム PCRによる定量検査等の結果、他の牛への感

染拡大リスクが高い牛をとう汰した場合 

（とう汰（自主とう汰を含む。）により、BLの感染拡大防止を実

施し、かつ、清浄化の早期達成が見込まれる場合に限る。なお、

農業共済において廃用事故認定を受けた場合を除く。） 

その他 災害救助法（昭和 22年法律第 118号）の適用若しくは激甚災害

に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和 37 年法

律第 150号）の指定を受けた市町村において、当該繁殖雌牛を飼

養する畜産関連施設（６次産業化関連施設を除く。）の被害に関す

る罹災証明の交付を受けた場合 
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（別表２－１） 

第２の４の（１）のエ及びオ関係 

No 名号 登録番号 No 名号 登録番号 

1 勝 早 桜 ５ 黒 14289 9 美 国 桜 黒原 5204 

2 耕 富 士 黒原 5400 10 美津照重 黒 13968 

3 幸 紀 雄 黒原 5297 11 美 穂 国 黒原 4617 

4 隆 之 国 黒 13809 12 安 福 久 黒原 4416 

5 直 太 郎 黒原 5313 13 喜 亀 忠 黒原 5136 

6 花 国 安 福 黒原 4899 14 芳 之 国 黒 14203 

7 華 春 福 黒原 4756 15 諒 太 郎 黒原 5605 

8 秀 正 実 黒原 5401     

 

（別表２－２） 

第２の４の（１）のオ関係 

系統 No 名号 登録 番号 No 名号 登録 番号 

（１）栄光系 1 勝 忠 平 黒原 3800 10 忠 富 士 黒原 4369 

 2 勝 平 正 黒原 4349 11 福 華 １ 黒 14279 

 3 勝 早 桜 ５ 黒 14289 12 平 茂 勝 黒原 2441 

 4 金 幸 黒原 2865 13 福桜（宮崎） 黒原 2445 

 5 耕 富 士 黒原 5400 14 美 津 百 合 黒原 4990 

 6 幸 紀 雄 黒原 5297 15 安 茂 勝 黒原 4006 

 7 茂 勝 栄 黒 13487 16 百 合 茂 黒原 4086 

 8 第２平茂勝 黒原 3769 17 喜 亀 忠 黒原 5136 

 9 忠 茂 勝 黒原 4238 18 直 太 郎 黒原 5313 

（２）藤良系 1 糸福（鹿児島） 黒原 3045 8 秀 正 実 黒原 5401 

 2 菊 花 国 黒 13808 9 平 茂 晴 黒原 3712 

 3 北国７の８ 黒原 1530 10 福 之 国 黒原 3491 

 4 北 仁 黒原 3413 11 美 国 桜 黒原 5204 

 5 北 福 波 黒原 3793 12 美 穂 国 黒原 4617 

 6 第 １ 花 国 黒 12510 13 芳 之 国 黒 14203 

 7 隆 之 国 黒 13809     

（３）熊波系 1 茂 洋 黒原 4257     

注 本事業における系統は父系による分類とする。 

 

  



18 

 

（別表３） 

 

第４関係 

事業の種類 補助対象経費 補助率又は額 

１ 肉用牛生産基

盤強化対策事業 

 

 

 

 

 

 

（１）中核的担い手

育成増頭推進 

 

 

 

 

 

 

 

（２）遺伝的多様性

に配慮した改

良基盤確保 

 

 

 

（３）優良繁殖雌牛

導入支援 

 

 

 

 

（４）繁殖雌牛の増

頭に資する簡

公募団体Ｂが次に掲げる事業を行

うのに要する経費。また、生産者集団

等が第１の１の（１）から（４）及び

（６）の事業を、利用組合が第１の１

の（５）の事業を行う場合に、その実

施に要する経費を公募団体Ｂが補助

するのに要する経費。 

 

優良な繁殖雌牛の増頭実績に応じ

た奨励金の交付 

第２の３の（２）のアからオ又は本

要綱の附則（平成 26年４月１日 25農

畜機第 5675 号）の５の要件を満たす

雌牛 

第２の３の（２）のアからエ及びカ

の要件を満たす雌牛 

 

繁殖雌牛導入奨励金の交付 

第２の４の（１）のアからエの要件

を満たす雌牛 

第２の４の（１）のアからウ及びオ

の要件を満たす雌牛 

 

優良繁殖雌牛導入奨励金の交付 

第２の５の（２）のアからウの要件

を満たす雌牛 

第２の５の（２）のア、イ及びエの

要件を満たす雌牛 

 

ア 繁殖雌牛の増頭に資する簡易牛

舎等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１頭当たり 80千

円以内 

 

 

１頭当たり 100千

円以内 

 

 

１頭当たり 60千

円以内 

１頭当たり 90千

円以内 

 

 

１頭当たり 40千

円以内 

１頭当たり 50千

円以内 
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事業の種類 補助対象経費 補助率又は額 

易牛舎等の整

備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）肉用牛ヘルパ

ー推進 

 

 

 

（ア）簡易牛舎の整備、施設の改造に

必要な資材の支給及び器具機材

を導入するための経費 

（イ）簡易牛舎等をリース事業者から

借り受けるのに必要なリース料

の軽減を実施するのに要する経

費 

イ 子牛の健康維持に資する器具機

材 

（ア）子牛用器具機材を導入するため

の経費 

 

 

 

 

 

 

（イ）子牛用器具機材をリース事業者

から借り受けるのに必要なリー

ス料の軽減を実施するのに要す

る経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 肉用牛ヘルパーの組織化のため

の協議会の開催、計画策定 

イ 肉用牛ヘルパーの適正運営のた

めの機具の整備等 

ウ 肉用牛ヘルパー要員の確保のた

１／２以内 

 

 

リース料のうち、

簡易牛舎等の取得

価格相当額の１／

２以内 

 

 

１／２以内 

（ただし、細霧装

置については１経

営体当たり 1,000

千円以内、子牛用

ヒーターについて

は１経営体当たり

700千円以内） 

リース料のうち、

子牛用器具機材の

取得価格相当額の

１／２以内 

（ただし、細霧装

置については１経

営体当たり 1,000

千円以内、子牛用

ヒーターについて

は１経営体当たり

700千円以内） 

 

１／２以内 
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事業の種類 補助対象経費 補助率又は額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）特定地域肉用

牛等広域処理

円滑化支援 

 

 

 

（７）肉用牛振興推

進指導 

 

 

 

 

２ 地域の特色の

ある肉用牛振興

対策事業 

 

 

 

（１）地方特定品種

等の振興 

 

 

 

めの募集活動、傷害保険等の加入促

進 

エ 肉用牛ヘルパーの出役調整 

オ 肉用牛ヘルパーに係る研修会等

の開催 

カ 肉用牛ヘルパーに必要な機具の

借上げ 

キ 傷病時等、高齢者等及び放牧管理

時を対象とした肉用牛ヘルパーの

利用促進 

 

離島等において発生した死亡牛を

島外の死亡牛処理施設等で処理する

場合における、死亡牛の回収のための

専用容器等の海上輸送に要する経費 

 

 

（１）から（６）の事業を円滑に実

施するための会議の開催、先進事例の

調査、肉用牛ヘルパーの実態調査及び

推進指導 

 

 

公募団体Ｂが次に掲げる事業を行

うのに要する経費。また、生産者集団

等が２の（１）及び（２）の事業を行

う場合に、その実施に要する経費を公

募団体Ｂが補助するのに要する経費 

 

ア 地域の生産、販売計画の策定、周

知 

品種の特徴を活かした給与飼料、

飼養管理や肉牛出荷等の生産、販売

及び飼養頭数の維持・増頭に向けた

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定額 

（ただし、専用容

器等の海上輸送１

回当たりに要する

経費２／３以内） 

 

定額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１／２以内 
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事業の種類 補助対象経費 補助率又は額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）離島等及び山

振地域におけ

る肉用牛振興 

 

 

 

 

計画の策定、周知の取組 

イ 特徴ある牛肉生産等 

特徴ある牛肉生産を行うため、放

牧地の利用向上に係る放牧地の整

備、有機飼料等の生産、まき牛の導

入、粗飼料多給のための飼料生産及

び実践農家等の認証等の取組 

ウ 計画出荷対策 

地域で定めた出荷計画に基づく

肥育牛の出荷時期調整に対する奨

励金の交付 

エ 飼養頭数の維持・増頭に関する取

組支援 

（ア）効率的な生産体制の構築のため

の性判別精液及び遺伝的多様性

の確保を図るための希少系統の

精液を活用した子牛生産の支援 

（イ）放牧等における繁殖性を向上す

るための発情発見装置及び分娩

監視装置等の機器等の導入 

（ウ）遺伝的に優良な雌牛から受精卵

を効率的に確保・利用するための

受精卵採取及び移植の取組 

 

 

 

 

ア 離島等子牛流通活性化 

（ア）離島等子牛を、当該離島等に住

所を有しない肉用牛の生産者が

家畜市場において購入する場合

における当該購入者に対する奨

励金の交付 

（イ）離島等子牛に係る集出荷計画の

 

１／２以内 

（ただし、まき牛

１頭当たり 400千

円以内） 

 

 

定額 

（ただし、出荷時

期調整に要する経

費１／２以内） 

 

 

１／２以内 

（ただし、精液１

本当たり８千円を

上限とする。） 

１／２以内 

 

 

１／２以内 

（ただし、受精卵

の採取について

は、１回当たり

17千円を上限と

する。） 

 

 

定額 

 

 

 

 

２／３以内 
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事業の種類 補助対象経費 補助率又は額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）地域の特色の

ある肉用牛生

産推進指導 

策定、家畜取引情報の収集及び提

供 

（ウ）離島等の生産者が離島等子牛を

島外の家畜市場に出荷する場合

における当該出荷者に対する奨

励金の交付 

イ 山振地域子牛流通活性化 

山振子牛を、当該山振地域の所在

する都道府県内に住所を有する肉

用牛の生産者が山振地域内の家畜

市場において購入する場合におけ

る当該購入者に対する奨励金の交

付 

ウ 優良子牛適正出荷推進 

（ア）離島等及び山振地域に住所を有

する肉用子牛の生産者が、離島等

子牛及び山振子牛を家畜市場に

出荷する場合における当該出荷

者に対する奨励金の交付 

（イ）肉専用種の子牛の斉一化を図る

ために必要な器具機材等の導入

への補助 

エ 子牛流通活性化推進 

離島等及び山振地域の子牛流通

活性化推進をするための普及推進

活動 

 

（１）及び（２）の事業を円滑に実

施するための会議の開催及び推進指

導 

 

 

 

定額 

 

 

 

定額 

 

 

 

 

 

 

 

定額 

 

 

 

 

２／３以内 

 

 

２／３以内 

 

 

 

 

定額 

 


